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又
十
八
万
余
に
上
る
非
解
除
者
達
は
、
い
か
よ
う
の
客
観
情
勢
の
も
と
に
、
時
期
的
に
は
い
つ
頃
こ
の
人
た
ち
の
追
放
解

除
が
問
題
に
な
る
の
か
。 

今
般
の
追
放
解
除
者
も
非
解
除
者
も
五
十
歩
百
歩
の
差
で
は
な
い
の
か
、
追
放
解
除
の
遅
れ
た
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の 

か
。 松

本
治
一
郞
君
、
鳩
山
一
郞
君
、
河
上
丈
太
郞
君
等
が
、
先
般
の
追
放
解
除
の
際
解
除
漏
れ
に
な
つ
た
原
因
は
何
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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